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議案提出について 

 

令和２年第２回市議会定例会（６月１８日の会議）に下記の議案を

別紙のとおり提出する。 

 

記 

 

［議提議案第１号］ 熊谷市議会議員の議員報酬の臨時特例に関する

条例 

 

〔理     由〕  新型コロナウイルス感染症の感染拡大による市

民生活への影響並びに厳しい経済状況及び雇用

情勢への対策に資する必要性に鑑み、熊谷市議

会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の特例を定めるため 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

熊谷市議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例  

（趣旨） 

第１条 この条例は、新型コロナウイルス感染症（新型インフルエン

ザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）附則第１条の２第

１項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。）の感染拡大に

よる市民生活への影響並びに厳しい経済状況及び雇用情勢への対策

に資する必要性に鑑み、熊谷市議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例（平成１７年条例第４４号。次条において「条例」と

いう。）の特例を定めるものとする。  

（議員報酬の特例） 

第２条 令和２年７月１日から同年９月３０日までの間においては、

議会の議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及

び議員の議員報酬の支給に当たっては、条例第２条第１項各号に定

める議員報酬の月額から、当該議員報酬の月額に１００分の１０を

乗じて得た額に相当する額を減ずる。  

附 則  

この条例は、令和２年７月１日から施行する。  


